
中
建
国
保
で
は
年
度
更
新
時
の

資
格
確
認
書
等
の
交
換
は
原
則

と
し
て
直
接
手
渡
し
で
す

中
建
国
保
の
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
（
以
下
、
資
格
確
認
書
等
）

の
有
効
期
限
は
３
月
31
日
で
す
。
有
効
期

限
が
切
れ
る
の
に
あ
わ
せ
て
「
中
建
国
保

学
習
会
・
資
格
確
認
書
等
の
交
付
会
」
を

開
催
し
ま
す
。

学
習
会
で
は
中
建
国
保
の
制
度
や
給
付

内
容
、
新
年
度
の
保
険
料
、
事
業
の
特
徴

点
な
ど
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま

た
学
習
会
で
は
豪
華
？
景
品
が
抽
選
で
当

た
る
「
中
建
国
保
ク
イ
ズ
」
を
開
催
。
中

建
国
保
や
組
合
に
つ
い
て
楽
し
み
な
が
ら

理
解
を
深
め
る
会
に
す
る
予
定
で
す
の
で
、

是
非
と
も
ご
出
席
お
願
い
致
し
ま
す
。

ま
た
、
学
習
会
の
後
、
４
月
１
日
か
ら

有
効
の
新
年
度
の
資
格
確
認
書
等
を
交
付

致
し
ま
す
。

中
建
国
保
学
習
会
・
交
付
会
は
、
下
記

の
会
場
で
開
催
し
ま
す
の
で
、
組
合
員
本

人
ま
た
は
家
族
の
方
に
ご
出
席
願
い
ま
す
。

◆
出
席
票
を
提
出
く
だ
さ
い

　

�

同
封
の
「
出
席
票
」
を
３
月
19
日(

木)

ま
で
に
提
出
く
だ
さ
い
。

※�

新
年
度
の
資
格
確
認
書
等
の
準
備
の
た

め
「
出
席
票
」
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◆
当
日
持
参
い
た
だ
く
も
の

　

�

中
建
国
保
の
資
格
確
認
書
等
（
組
合
員

本
人
分
。
家
族
は
不
要
で
す
。
）

※�

新
年
度
の
資
格
確
認
書
等
が
交
付
さ
れ

ま
し
た
ら
旧
年
度
の
資
格
確
認
書
等
は

各
自
で
破
棄
く
だ
さ
い
。

◆�

学
習
会
・
交
付
会
を
欠
席
さ
れ
た
方

は
４
月
１
日
以
降
に｢

ユ
ニ
オ
ン
事
務

所｣

ま
で
資
格
確
認
書
等
を｢

交
換｣

に

来
て
く
だ
さ
い

㊟�

３
月
中
に
事
務
所
に
来
ら
れ
て
も
交

換
で
き
ま
せ
ん
！！

◎�

窓
口
時
間
等

　

土
日
祝
日
を
の
ぞ
く
平
日

�

　

午
前
９
時
～
午
後
６
時
ま
で

郵
送
を
希
望
す
る
方
は
組
合
ま
で
ご

連
絡
願
い
ま
す
。
別
途
送
料
６
０
０
円

を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。
（
中
建
国

保
新
潟
県
支
部　

℡
０
２
５-

２
８
７-

３
０
５
７
）

◆�

新
潟
市
南
区
、
西
蒲
区
と
新
潟
市
以

外
に
お
住
い
の
皆
さ
ん

　

新
潟
市
南
区
と
西
蒲
区
、
新
潟
市
以
外

に
お
住
い
の
皆
さ
ん
は
、
学
習
会
・
交
付

会
の
会
場
が
遠
い
た
め
、
３
月
27
日
頃
に

資
格
確
認
書
等
を
発
送
致
し
ま
す
。
新
年

度
の
資
格
確
認
書
等
が
届
き
ま
し
た
ら
旧

年
度
の
資
格
確
認
書
等
は
各
自
で
破
棄
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
事
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、

中
建
国
保
学
習
会
・
交
付
会
に
ご
出
席
い

た
だ
け
ま
す
。
こ
の
機
会
に
中
建
国
保
の

制
度
を
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご

出
席
く
だ
さ
い
。

◆�

法
人
会
社
・
適
用
除
外
事
業
所
の
皆

さ
ん
へ

　

法
人
会
社
及
び
適
用
除
外
事
業
所
に
お

勤
め
の
皆
さ
ん
の
資
格
確
認
書
等
に
つ
い

て
は
会
社
・
事
業
所
に
３
月
27
日
頃
、
お

送
り
い
た
し
ま
す
が
、
中
建
国
保
学
習
会

に
は
是
非
と
も
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

中建国保学習会 ･ 中建国保学習会 ･ 資　格　確　認　書資　格　確　認　書
資格情報のお知らせ資格情報のお知らせ  交付会を  交付会を

開催します！！開催します！！
新
潟
市
在
住
（
南
区
・
西
蒲
区
を
除
く
）
の

新
潟
市
在
住
（
南
区
・
西
蒲
区
を
除
く
）
の

��

中
建
国
保
に
ご
加
入
の
皆
さ
ん
は
必
ず
出
席
願
い
ま
す

中
建
国
保
に
ご
加
入
の
皆
さ
ん
は
必
ず
出
席
願
い
ま
す

　子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支え
る仕組みです。制度の開始に伴い、令和８年４月分から、医療分保険料・
後期高齢者支援金分保険料・介護分保険料に加えて、子ども・子育て支
援金分保険料が始まります。

「子ども・子育て支援金」はこんなことに使われます
　・児童手当をより手厚く　・妊婦さんの経済的支援
　・育休手当の給付率ＵＰ
　・時短勤務時の収入減をカバー　　・こども誰でも通園制度
　・�自営業・フリーランス等の方の育児期間中の国民年金保険料免除
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策強化のために定められた「こども未来戦略」によるものです。

「子ども・子育て支援金」が
始まります！

中建国保新潟県支部 令和８年度の保険料

子ども･子育て支援金が新設！
　中建国保新潟県支部の令和８年度の保険料について、30歳以上の組
合員の保険料が月額500円（医療分400円、後期100円）、新設された
子ども・子育て支援金分で500円、合計1,000円の引き上げとなりまし
た。30歳未満の組合員は後期100円、子育て400円、合計500円の引
き上げ、18歳以上の家族は子育て分で300円の引き上げとなりました。

区　　　分
保　　険　　料

医療分 後期高齢者
支援金分 介護分 子ども･子育て

支援金分 合　計

法人第１種 法人事業所の事業主 25,300円 6,800円 4,900円 500円 37,500円
― 32,600円

第１種 個人事業所の事業主 23,800円 6,500円
4,800円

500円
35,600円

― 30,800円

第２種 一人親方 20,100円 5,600円 4,200円 500円 30,400円
― 26,200円

法人第３種 法人事業所の従業員 16,700円 5,000円 3,700円 500円 25,900円
― 22,200円

第３種 個人事業所の従業員 16,200円 4,800円 3,600円 500円 25,100円
― 21,500円

第４種 25歳以上30歳未満の者 11,800円 3,300円 ― 400円 15,500円
第５種 20歳以上25歳未満の者 9,300円 3,100円 ― 400円 12,800円

第６種 20歳未満の者 6,800円 3,000円 ― 400円 10,200円
― 9,800円

（
一
世
帯
５
人
ま
で
徴
収
）

家
　
　
　
　
族

３歳未満 0円 0円 ― ― 0円
就学前家族
（3歳以上6歳未満） 2,200円 1,400円 ― ― 3,600円

若年家族
（6歳以上23歳未満） 3,000円 1,900円 ― ― 4,900円

300円 5,200円
成人家族
（23歳以上70歳未満） 3,700円 2,100円 ― 300円 6,100円

2,800円 8,900円
高齢家族
（70歳以上75歳未満） 3,100円 1,900円 ― 300円 5,300円

【�医療給付費分保険料】保険者が当該年度において、必要とされる国保事業（被保険者の医療給付等）
に要する費用に充てるため、被保険者から徴収する。

【�後期高齢者支援金分保険料】高齢者医療制度に基づく後期高齢者支援のため、国が定める額を満３歳
から満74歳の被保険者から徴収し、国に納付する。

【�介護納付金分保険料】介護保険制度に要する費用に充てるため、満40歳以上65歳未満の被保険者か
ら国が定める額を徴収し、国に納付する。

【�子ども・子育て支援納付金分保険料】少子化対策や子育て支援を目的のため、国が定める額を18歳
以上（高校生年代を除く）の被保険者から徴収し国に納付する。

３月29日(日）
　　午前10時～11時

新潟テルサ「大会議室」
新潟市中央区鐘木185-18
電話 025-281-1888

日時 会場

誰が納める？　中建国保に加入している18歳以上全ての方が対象です。（高校生年代を除く）

いくらになる？　１人あたり300～500円です。詳しくは上の一覧表をご覧ください。

中建国保からの大切なお知らせ
　次のような場合は14日以内に届出が必要です！！
　組合までご連絡下さい。マイナ保険証の方も必要です

・中建国保に加入する家族がいるとき（出生、転入、社会保険の脱退など）
・中建国保をやめる家族がいるとき（社会保険加入、死亡、転出など）
・住所や氏名が変わったとき
・家族と別々に暮らすことになったとき
・一緒に住んでいる家族に無保険または市町村国保に加入している人がいるとき
　（社会保険に入っていない75歳未満の同居の家族は全員、中建国保に加入しないといけません）

家族が市外の学校に通う組合員さんへ
　家族が学校に通うために、組合員（親元）の世帯から住民票を移す場合、
「就学中の被保険者の特例（マル学）」の手続きが必要になりますので組合ま
でご連絡下さい。
　手続きは入学した時だけでなく、在学期間中、毎年一回必要になります。
　なお、学校に通う目的以外で住民票を移した家族は中建国保の資格を喪失す
ることになりますので、ご注意ください。

第99号 2026 年 3 月 1 日  （1）

今年度、健診最終日、新潟ウェルネスは３月17日、健診プラザは３月21日です。集団健診

「ユニオン」の組合費・健康

保険料等の口座引落しは毎月

５日（金融機関の休業日で
あれば翌営業日）です。

坂田　健二



⚫⚫⚫ １・２月  会議・行事の報告 ⚫⚫⚫
労働保険事務組合監査� １月14日（水）ユニオン事務所
全建総連 中央闘争委員会総括会議� １月16日（金）東京
全建総連 第３回四役・専門部長会議� １月16日（金）東京
新潟東支部　新年会� １月17日（土）こころ
確定申告のための税金研修会� １月18日（日）ユニゾンプラザ
第４回三役会議� １月19日（月）石山地区公民館
北信越青協役員会� １月24～25日（土～日）新潟市
全建総連組織活動者会議� １月29～30日（木～金）神奈川県
第４回執行委員会� １月31日（土）万代市民会館
第８回定期懇親会（新年会）� １月31日（土）新潟市
全建総連 会館管理等小委員会� ２月４月（水）東京
全建総連 第１回財政部会� ２月４日（水）東京
中建国保第346回理事会�  ２月５～６日(木～金）中建国保本部
全建総連 第４回四役・専門部長会議� ２月６日（金）東京
全国青協第65回定期大会� ２月８～９日（日～月）
第３回中央執行委員会� ２月12～13日（木～金）東京
新潟北支部　新年会� ２月21日（土）みやじま
中建国保第347回理事会� ２月25～27日（水～金）広島
中建国保第132回通常組合会� ２月26～27日（木～金）広島

第９回 定期懇親会を開催
定期懇親会に初参加・2回目の方は会費無料

第８回定期懇親会 確定申告のための税金研修会

労働保険事務組合からのお知らせ
令和８年度（2026年4月～）労災保険特別加入カード証の発送は、
令和８年３月末頃を予定しております。

令和８年度(2026年)年度更新のお知らせ
▪ 一人親方特別加入は

１月19日  年度更新のお知らせを送付
※�昨年より、一人親方の年度更新は、変更・脱退する方のみユ
ニオンへご連絡していただく形式となりました。
※�２月末までにご連絡がなかった方は、自動更新となります。
３月末頃  納入通知書を送付予定
５月７日  令和８年度第１期労働保険料を組合費等と引き落とし予定

▪ 事業所労災・中小事業主特別加入は
３月末頃  年度更新書類を送付予定
４月末頃  納入通知書を送付予定
５月７日  令和８年度第１期労働保険料を組合費等と引き落とし予定
※�年度更新書類が期限まで未提出の場合は、この限りではあり
ません。

書類の提出期限、保険料の納付期限は
厳守でお願いします。

１．日　　　時　　４月18日（土）18：00～20：00
２．会　　　場　　「まんまや」新潟駅前店
　　　　　　　　　　新潟市中央区東大通１-５-30 HOKUYUビル２F
３．参加対象者　　ユニオン組合員
４．会　　　費　　3,000円（�定期懇親会に初参加・２回目の方

は無料）
５．申込方法　　�４月10日（金）までにユニオンにお電話くだ

さい。（025-287-3057）

支部未結成地域（新潟市北区・東区・中央区・西区・秋葉区、五泉市以外）対象

第１回 親睦会を開催
１．日　　　時　　３月20日（金・祝）19：00～21：00

２．会　　　場　　「ちゃんこ 大翔龍」（新潟駅南口から徒歩６分）
　　　　　　　　　　新潟市中央区天神２-１-３（けやき通り）
３．参加対象者　　対象地域のユニオン組合員

４．会　　　費　　無料

５．申込方法　　�３月13日（金）までにユニオンにお電話くだ
さい。（025-287-3057）

➢ 原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していない
ことが前提です。具体例としては以下の①～④の業務等が該当します。
（裏面＜参考＞を参照）

① 土場・資材置き場等での整理作業（＊）や所属事業場施設内での作業
② 見積書作成のため取引先への現場状況確認
③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
④ 所属事業場の修繕作業（工期を定めていない等）

（＊）土場・資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテ
ナンス作業等があります。

建 設 業 の 事 業 主 の 皆 さ ま へ
～所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は

事務所等の労災保険（継続事業）を成立させる必要があります～
◆ 特定の工事現場に付随しない業務 とは…

① 事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付
随しない業務」に従事する見込みがある場合は、保険関係の成立が必要です。

※ 既に、建設の事業の保険関係とは別に、継続事業の労災保険を成立している場合は、保険料の算
定方法（下記④）に留意してください。

② 適用単位 事業場 は、原則、当該建設事業場 事業主 の事務所所在地となります。
※ ただし、組織的に独立した事業が他にある場合を除きます。

③ 適用業種については主たる業態により判断されます。
④ 保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の

賃金額を算出し、算定基礎に含めてください。
※「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額は根拠となる資料（出勤簿、

出面等）等を基に算出してください。根拠となる資料がない場合は、実態等から当該作業
の日数、時間数を推算し、これに応じた賃金額を算出してください。

◆ 事務所等の労災保険 に関する留意点について…

➢ 所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務」を行っている場合 又は行う見込みがある場
合 で、まだ手続がお済みでない事業主の方は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署で成
立手続ができます。

➢ 未手続中の災害で保険給付を行った場合、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部
を事業主から徴収することがあります。

➢ 成立手続又は保険給付に関しては、労働基準監督署へご相談ください。

◆ 成立手続 と 保険給付に関して…

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務で負傷 疾病含む
した場合は事務所等労災の保険関係で労災請求してください。

労働基準監督署の所在地は →

全建総連 全国組織活動者会議
新潟ユニオンは実増率3.05％で

第１位を獲得！
　新潟ユニオンの組合員数は2025年６月末現在で1590人（前年同
月比47人増）となり、最高現勢を更新、実増率も3.05％となり、全
建総連加盟の53県連・組合のなかで第１位を獲得することができま
した。
　例年、10月の全建総連定期大会の組織部分科会において表彰さ
れていましたが、定期大会が２日開催に短縮されたことにともな
い、１月29～30日に
開催された全国組織活
動者会議の夕食懇親
会「2025組織拡大ア
ワード」において表彰
されました。

表彰状とトロフィーを受け取る渡辺副執行委員長
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